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31
  杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を
改正する条例

32
  杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条
例

33
  杉並区印鑑条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条
例

34 　杉並区立子ども・子育てプラザ条例の一部を改正する条例



杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を

公布する。

令和４年１２月６日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第３１号

杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例

杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例（平成１３年杉並区条例

第４４号）の一部を次のように改正する。

第３条の２中「第２４条の２第５項」を「第２４条の２第７項」に改め、同条第

４号及び第５号を次のように改める。

(４) 法第２４条の２第３項に規定する政令で定める事項

(５) 法第２４条の２第５項に規定する最初の転入届等を受けた旨

第５条第２項第７号及び第８号を次のように改める。

(７) 法第２４条の２第３項及び第６項の規定による政令で定める事項の転入予

定地市町村長及び転入地市町村長への通知

(８) 法第２４条の２第５項の規定による最初の転入届等を受けて行う転出地市

町村長への通知

附 則

この条例は、令和５年２月６日から施行する。
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杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（電気通信回線による他の市町村長への （電気通信回線による他の市町村長への

通知） 通知）

第３条の２ 法第９条第３項、第１２条 第３条の２ 法第９条第３項、第１２条

の４第５項、第１９条第４項及び第２ の４第５項、第１９条第４項及び第２

４条の２第７項の規定に基づき、電子 ４条の２第５項の規定に基づき、電子

計算機から電気通信回線を通じて他の 計算機から電気通信回線を通じて他の

市町村長に送信する事項は、次のとお 市町村長に送信する事項は、次のとお

りとする。 りとする。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 法第２４条の２第３項に規定す (４) 法第２４条の２第３項に規定す

る政令で定める事項 る最初の転入届又は最初の世帯員に

関する転入届を受けた旨

(５) 法第２４条の２第５項に規定す (５) 法第２４条の２第４項に規定す

る最初の転入届等を受けた旨 る政令で定める事項

（審議会への報告等） （審議会への報告等）

第５条 略 第５条 略

２ 前項に掲げる処理状況は、次に掲げ ２ 前項に掲げる処理状況は、次に掲げ

る事項とする。 る事項とする。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

(７) 法第２４条の２第３項及び第６ (７) 法第２４条の２第３項の規定に

項の規定による政令で定める事項の よる最初の転入届又は最初の世帯員

転入予定地市町村長及び転入地市町 に関する転入届を受けて行う転出地

村長への通知 市町村長への通知

(８) 法第２４条の２第５項の規定に (８) 法第２４条の２第４項の規定に
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よる最初の転入届等を受けて行う転 よる政令で定める事項の転入地市町

出地市町村長への通知 村長への通知

(９) 略 (９) 略

３ 略 ３ 略



杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を公布する。

令和４年１２月６日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第３２号

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成１１年杉並区条例第３７号）

の一部を次のように改正する。

別表の１の部中「４０円」を「４６円」に、「７６円」を「８７円」に、「２，

８００円」を「３，２００円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。

２ 改正後の別表の１の部１の項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前に区長が収集及び運搬（以下「収集等」という。）の申込みを受け

た場合（令和５年１０月３１日までに収集等をする場合を除く。）並びに施行日

以後に区長が収集等の申込みを受けた場合について適用し、施行日前に区長が収

集等の申込みを受けた場合（同月３１日までに収集等をする場合に限る。）につ

いては、なお従前の例による。

３ 改正前の別表の１の部２の項に規定する有料ごみ処理券は、令和５年１０月３

１日までの間は、なお使用することができる。

４ 改正後の別表の１の部３の項の規定は、施行日前に区長が収集等の申込みを受

けた場合（令和５年１０月３１日までに収集等をする場合を除く。）及び施行日

以後に区長が収集等の申込みを受けた場合について適用し、施行日前に区長が収

集等の申込みを受けた場合（同月３１日までに収集等をする場合に限る。）につ

いては、なお従前の例による。



杉並区印鑑条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例を公布する。

令和４年１２月６日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第３３号

杉並区印鑑条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例

杉並区印鑑条例等の一部を改正する等の条例（平成２７年杉並区条例第３９号）

の一部を次のように改正する。

附則第４項中「による住民基本台帳カード」の次に「（平成２８年１月１日前に

第５条の規定による廃止前の杉並区住民基本台帳カードの利用に関する条例（以下

「旧条例」という。）第３条第２項の規定により交付サービスの提供に必要な情報

を記録されたもの及び杉並区印鑑条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正す

る条例（令和４年杉並区条例第３３号）の施行の日前に同条例による改正前のこの

項の規定によりなおその効力を有することとされた旧条例第３条第２項の規定によ

り交付サービスの提供に必要な情報を記録されたものに限る。）」を加え、「第５

条の規定による廃止前の杉並区住民基本台帳カードの利用に関する条例（以下「旧

条例」という。）」を「旧条例」に改める。

附 則

この条例は、令和５年１２月１日から施行する。
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杉並区印鑑条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例新旧対照

表

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

１～３ 略 １～３ 略

４ 番号利用法整備法第２０条第１項の ４ 番号利用法整備法第２０条第１項の

規定によりなお従前の例によることと 規定によりなお従前の例によることと

された旧住民基本台帳法第３０条の４ された旧住民基本台帳法第３０条の４

４第１２項の規定による住民基本台帳 ４第１２項の規定による住民基本台帳

カード（平成２８年１月１日前に第５ カード

条の規定による廃止前の杉並区住民基

本台帳カードの利用に関する条例（以

下「旧条例」という。）第３条第２項

の規定により交付サービスの提供に必

要な情報を記録されたもの及び杉並区

印鑑条例等の一部を改正する等の条例

の一部を改正する条例（令和４年杉並

区条例第３３号）の施行の日前に同条

例による改正前のこの項の規定により

なおその効力を有することとされた旧

条例第３条第２項の規定により交付サ

ービスの提供に必要な情報を記録され

たものに限る。）の利用については、 の利用については、

旧条例 第５条の規定による廃止前の杉並区住

民基本台帳カードの利用に関する条例

の規定 （以下「旧条例」という。）の規定

は、番号利用法整備法第２０条第１項 は、番号利用法整備法第２０条第１項
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の規定によりなお従前の例によること の規定によりなお従前の例によること

とされた旧住民基本台帳法第３０条の とされた旧住民基本台帳法第３０条の

４４第９項の規定により当該住民基本 ４４第９項の規定により当該住民基本

台帳カードが効力を失う時までの間 台帳カードが効力を失う時までの間

は、なおその効力を有する。この場合 は、なおその効力を有する。この場合

において、旧条例第１条中「住民基本 において、旧条例第１条中「住民基本

台帳法」とあるのは「行政手続におけ 台帳法」とあるのは「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の る特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の施行に伴う関係 利用等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律（平成２５ 法律の整備等に関する法律（平成２５

年法律第２８号。以下「番号利用法整 年法律第２８号。以下「番号利用法整

備法」という。）第２０条第１項の規 備法」という。）第２０条第１項の規

定によりなお従前の例によることとさ 定によりなお従前の例によることとさ

れた番号利用法整備法第１９条の規定 れた番号利用法整備法第１９条の規定

による改正前の住民基本台帳法」と、 による改正前の住民基本台帳法」と、

「「法」とあるのは「「旧法」と、旧 「「法」とあるのは「「旧法」と、旧

条例第２条中「法」とあるのは「番号 条例第２条中「法」とあるのは「番号

利用法整備法第２０条第１項の規定に 利用法整備法第２０条第１項の規定に

よりなお従前の例によることとされた よりなお従前の例によることとされた

旧法」とする。 旧法」とする。



杉並区立子ども・子育てプラザ条例の一部を改正する条例を公布する。

令和４年１２月６日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第３４号

杉並区立子ども・子育てプラザ条例の一部を改正する条例

杉並区立子ども・子育てプラザ条例（平成２８年杉並区条例第２４号）の一部を

次のように改正する。

別表に次のように加える。

杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸 杉並区下高井戸四丁目１９番６号

附 則

１ この条例は、公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区立子ども・子育てプラザ条例別表に規定する杉

並区立子ども・子育てプラザ下高井戸の利用の承認その他のこの条例の施行の日

以後の利用に関し必要な行為は、同日前においても行うことができる。

３ 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例（昭和４５年杉並区条例第２５

号）の一部を次のように改正する。

別表２杉並区立下高井戸児童館の項を削る。

４ 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２（１１）杉並区立下高井戸児童館の項を削り、同表（１１）付記４中

「、杉並区立下高井戸児童館」を削る。
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杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸 

所在地 杉並区下高井戸四丁目１９番６号 
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敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積

建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積

計計計計計計計

子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸

ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館 203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡

１　階１　階１　階１　階１　階１　階１　階 ２　階２　階２　階２　階２　階２　階２　階 計計計計計計計

371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡

389.76㎡389.76㎡389.76㎡389.76㎡389.76㎡389.76㎡389.76㎡

371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡371.65㎡

221.17㎡221.17㎡221.17㎡221.17㎡221.17㎡221.17㎡221.17㎡18.11㎡18.11㎡18.11㎡18.11㎡18.11㎡18.11㎡18.11㎡

鉄骨造　地上２階建て鉄骨造　地上２階建て鉄骨造　地上２階建て鉄骨造　地上２階建て鉄骨造　地上２階建て鉄骨造　地上２階建て鉄骨造　地上２階建て

1,309.84㎡1,309.84㎡1,309.84㎡1,309.84㎡1,309.84㎡1,309.84㎡1,309.84㎡

399.63㎡399.63㎡399.63㎡399.63㎡399.63㎡399.63㎡399.63㎡

-------

203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡203.06㎡ 592.82㎡592.82㎡592.82㎡592.82㎡592.82㎡592.82㎡592.82㎡
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資料３資料３資料３資料３資料３資料３資料３
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注１　▲は、主要出入口を示す。注１　▲は、主要出入口を示す。注１　▲は、主要出入口を示す。注１　▲は、主要出入口を示す。注１　▲は、主要出入口を示す。注１　▲は、主要出入口を示す。注１　▲は、主要出入口を示す。

注４　寸法の単位は、ｍとする。注４　寸法の単位は、ｍとする。注４　寸法の単位は、ｍとする。注４　寸法の単位は、ｍとする。注４　寸法の単位は、ｍとする。注４　寸法の単位は、ｍとする。注４　寸法の単位は、ｍとする。

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。

注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。注２　　　　は、階段の上がり方向を示す。

杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図杉並区立子ども・子育てプラザ下高井戸　平面図

女子女子女子女子女子女子女子
トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

7.027.027.027.027.027.027.02
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0
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0

21
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0

4.87 8.76 4.51 2.65 3.14

33.8433.8433.8433.8433.8433.8433.84

倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2

キッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルーム

プレイホールプレイホールプレイホールプレイホールプレイホールプレイホールプレイホール

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

職員用更衣室職員用更衣室職員用更衣室職員用更衣室職員用更衣室職員用更衣室職員用更衣室

授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室 授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室

倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１

ランスランスランスランスランスランスランス

7.897.897.897.897.897.897.89

5.515.515.515.515.515.515.51

29.5929.5929.5929.5929.5929.5929.59

38.5038.5038.5038.5038.5038.5038.50

11.0111.0111.0111.0111.0111.0111.01

11.6811.6811.6811.6811.6811.6811.68

5.365.365.365.365.365.365.36

▲▲▲▲▲▲▲

32.1932.1932.1932.1932.1932.1932.19

97.2597.2597.2597.2597.2597.2597.25

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ
男子男子男子男子男子男子男子

バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー
トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

4.004.004.004.004.004.004.00
マルチルームマルチルームマルチルームマルチルームマルチルームマルチルームマルチルーム

ベビールームベビールームベビールームベビールームベビールームベビールームベビールーム

相談室相談室相談室相談室相談室相談室相談室

ラウンジラウンジラウンジラウンジラウンジラウンジラウンジ エントエントエントエントエントエントエント

32.0232.0232.0232.0232.0232.0232.02
事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館ゆうゆう下高井戸館

子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸子ども・子育てプラザ下高井戸

9.919.919.919.919.919.919.91

１階平面図　　Ｓ＝１／２００１階平面図　　Ｓ＝１／２００１階平面図　　Ｓ＝１／２００１階平面図　　Ｓ＝１／２００１階平面図　　Ｓ＝１／２００１階平面図　　Ｓ＝１／２００１階平面図　　Ｓ＝１／２００

注３　　　は、パイプスペースを示す。注３　　　は、パイプスペースを示す。注３　　　は、パイプスペースを示す。注３　　　は、パイプスペースを示す。注３　　　は、パイプスペースを示す。注３　　　は、パイプスペースを示す。注３　　　は、パイプスペースを示す。
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